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指
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指
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指
定
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の
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森
林
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備
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土
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改
良
区
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変
更
の
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部
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方
振
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事
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所
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公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
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的
に
支
援
す
る
た
め
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に
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づ
く

指
定
自
立
支
援
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機
関
の
指
定�

（
精
神
保
健
推
進
室
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一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�
（
建
築
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挙
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〇
証
票
の
無
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二

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

�　

化
学
名　

一－

（
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］［
一
、
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル－

五－

イ
ル
）－

二－

（
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ

ン－

一－

オ
ン
及
び
そ
の
塩
類

　
　

（
通
称
名
：
Ｎ－

Ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
、
Ｎ－

Ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ　
ｎ
ｏ
ｒ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
る
日　

　
　

令
和
五
年
九
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
茨
山
一
の
一
・
二
の
一
・
二
の
七
・
二
の
八
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）、
二
の
一
七
か
ら
二
の
一
九
ま
で
、
二
の
二
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

一
般
送
配
電
事
業
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
川
崎
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

　

江
合
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
八
月
三
十
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

駒　
　

井　
　

達　
　

貴　
　
　

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
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五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

く
る
み
薬
局

大
崎
市
古
川
李
埣
二
丁
目
六－

一
一

令
和
五
年
八
月
一
日

東
町
調
剤
薬
局

栗
原
市
築
館
伊
豆
一
丁
目
六－

二
〇

令
和
五
年
八
月
一
日

�

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

辞

退

年

月

日

く
る
み
薬
局

大
崎
市
古
川
李
埣
二
丁
目
六－

一
一

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

ア
サ
ヒ
薬
局

大
崎
市
三
本
木
字
北
町
七
八－

一

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

東
町
調
剤
薬
局

栗
原
市
築
館
伊
豆
一
丁
目
六－

二
〇

令
和
五
年
六
月
三
十
日

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

宮
城
郡
利
府
町
青
山
二
丁
目
十
六
番

　

�

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
一
丁
目
五
番
地
の
九

�

株
式
会
社
ス
モ
リ
ノ
ト
チ　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
三
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
五
年
八
月
二
十
三
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
六
六


